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出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

(

三
八
地
域

県

民

局)

…
��

告

示

青
森
県
告
示
第
九
十
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
五
条
の

二
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

名
称

株
式
会
社
青
森
ク
リ
ー
ン

２

住
所

む
つ
市
大
字
奥
内
字
二
又
二
二

３

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

春

好
光

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

む
つ
市
大
字
奥
内
字
二
又
山
一
の
一

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場

(

管
理
型)

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

燃
え
殻
、
汚
泥
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
動
植
物
性
残
さ
、

ゴ
ム
く
ず
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず
、
鉱
さ
い
、
が

れ
き
類
、
家
畜
ふ
ん
尿
、
ば
い
じ
ん
、
政
令
第
二
条
第
十
三
号
廃
棄
物
、
廃
石
綿
等

(

こ
れ
ら
の

う
ち
、
自
動
車
等
破
砕
物
及
び
特
別
管
理
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
を
除
き
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物

を
含
む)
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五

申
請
年
月
日

平
成
二
十
三
年
一
月
十
二
日

六

申
請
書
及
び
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
変
更
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影

響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

下
北
地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
む
つ
環
境
管
理
事
務
所

む
つ
市
役
所
民
生
部
環
境
政
策
課

２

期
間

平
成
二
十
三
年
二
月
二
日
か
ら
同
年
三
月
一
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

七

意
見
書
の
提
出

当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
知
事
に
生
活
環
境
の

保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

２

提
出
先

〒
〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)
及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所
及
び
種
類

�

意
見

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
九
十
一
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
及
び
救
急
診
療
所
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成23年２月２日 水曜日 第3346号 �

名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

救
急
病
院
、
救
急

診
療
所
の
別

青
森
県
立
中
央
病

院

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の

一

平
成
二
十
六
年
一

月
三
十
一
日

救
急
病
院

社
団
法
人
慈
恵
会

青
森
慈
恵
会
病
院

青
森
市
大
字
安
田
字
近
野
一

四
六
の
一

〃

〃

財
団
法
人
双
仁
会

青
森
厚
生
病
院

青
森
市
大
字
新
城
字
山
田
四

八
八
の
一

〃

〃

医
療
法
人
近
藤
病

院

青
森
市
松
原
三
丁
目
一
三
の

二
一

〃

〃

佐
藤
病
院

青
森
市
青
柳
二
丁
目
一
の
一

二

〃

〃

平
内
町
国
民
健
康

保
険
平
内
中
央
病

院

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊

字
外
ノ
沢
一
の
一

〃

〃

神
外
科
胃
腸
科
医

院

青
森
市
本
町
三
丁
目
二
の
一

九

〃

救
急
診
療
所

弘
前
大
学
医
学
部

附
属
病
院

弘
前
市
大
字
本
町
五
三

〃

救
急
病
院

財
団
法
人
秀
芳
園

弘
前
中
央
病
院

弘
前
市
大
字
吉
野
町
三
の
一

〃

〃

津
軽
保
健
生
活
協

同
組
合
健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田
二
丁
目
二

の
一

〃

〃

弘
前
メ
デ
ィ
カ
ル

セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
大
町
二
丁
目
二

の
九

〃

〃

弘
愛
会
病
院

弘
前
市
大
字
宮
川
三
丁
目
一

の
四

〃

〃

医
療
法
人
元
秀
会

弘
前
小
野
病
院

弘
前
市
大
字
和
泉
二
丁
目
一

九
の
一

〃

〃

国
民
健
康
保
険
板

柳
中
央
病
院

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
灰
沼

字
岩
井
七
四
の
二

〃

〃

黒
石
市
国
民
健
康

保
険
黒
石
病
院

黒
石
市
北
美
町
一
丁
目
七
〇

〃

〃

� �
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青
森
県
告
示
第
九
十
二
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
豊
田
九
二
・
九
三
の
一
・
九
三
の
二
・
九
四
の
三
・
一
八
三
の
七

八
・
一
八
三
の
七
九
・
一
八
三
の
三
八
四
・
一
八
三
の
四
二
四
・
一
八
三
の
四
二
七

(

以
上
九
筆

に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

保
安
林
解
除
の
理
由

農
道
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
深
浦
町
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｍ
ｉ
ｓ
ａ
ｗ
ａ

Ａ
ｃ
ｃ
ｅ
ｓ
ｓ

Ｐ
ｕ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ

三

代
表
者
の
氏
名

青 森 県 報�����	
	� �� 第3346号�

財
団
法
人
黎
明
郷

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
病
院

平
川
市
碇
ヶ
関
湯
向
川
添
三

〇

〃

〃

と
き
わ
会
病
院

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
榊
字

亀
田
二
の
一

〃

〃

町
立
大
鰐
病
院

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
蔵
館

字
川
原
田
四
〇
の
四

〃

〃

八
戸
市
立
市
民
病

院

八
戸
市
大
字
田
向
字
毘
沙
門

平
一

〃

〃

八
戸
赤
十
字
病
院

八
戸
市
大
字
田
面
木
字
中
明

戸
二

〃

〃

八
戸
城
北
病
院

八
戸
市
石
堂
一
丁
目
一
四
の

一
四

〃

〃

国
民
健
康
保
険
五

戸
総
合
病
院

三
戸
郡
五
戸
町
字
沢
向
一
七

の
三

〃

〃

医
療
法
人
白
生
会

胃
腸
病
院

五
所
川
原
市
字
中
平
井
町
一

四
二
の
一

〃

〃

鰺
ケ
沢
町
立
中
央

病
院

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞

戸
町
字
蒲
生
一
一
〇
の
一

〃

〃

国
民
健
康
保
険
鶴

田
町
立
中
央
病
院

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田

字
鷹
ノ
尾
三
四

〃

〃

公
立
野
辺
地
病
院

上
北
郡
野
辺
地
町
字
鳴
沢
九

の
一
二

〃

〃

公
立
七
戸
病
院

上
北
郡
七
戸
町
字
影
津
内
九

八
の
一

〃

〃

六
戸
町
国
民
健
康

保
険
病
院

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬

字
後
田
四
二
の
一

〃

〃

む
つ
総
合
病
院

む
つ
市
小
川
町
一
丁
目
二
の

八

〃

〃

国
民
健
康
保
険
大

間
病
院

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字

大
間
平
二
〇
の
七
八

〃

〃

� �
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水
尻

良

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
沢
市
岡
三
沢
八
丁
目
六
四
の
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
三
沢
市
及
び
近
隣
市
町
村
に
対
し
て
、
情
報
発
信
、
社
会
教
育
の
推
進
、
子
ど

も
の
健
全
育
成
等
の
事
業
を
行
い
、
地
域
の
創
造
及
び
国
際
親
善
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
あ
お
も
り

三

代
表
者
の
氏
名

米
田

大
吉

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
浅
虫
字
蛍
谷
六
五
の
五
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
ひ
と
り
で
も
多
く
の
青
森
県
民
が
望
ま
し
い
働
き
方
が
で
き
る
よ
う
に
、
１
社

で
も
多
く
の
企
業
が
安
定
し
て
雇
用
を
継
続
し
う
る
経
営
が
で
き
る
よ
う
に
、
企
業
経
営
支
援
と

ナ
レ
ッ
ジ
の
共
有
、
そ
し
て
働
く
人
の
自
立
を
支
え
る
キ
ャ
リ
ア
支
援
を
、
年
度
を
越
え
て
一
元

的
・
継
続
的
に
行
う
た
め
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
都
市

計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
青
森
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る

道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

青
森
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画

(

一
・
三
・
一
号
諏
訪
沢
三
内
線
ほ

か
十
八
路
線)

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

青
森
市
港
町
二
丁
目
、
柳
川
一
丁
目
、
柳
川
二
丁
目
、
篠
田
一
丁
目
、
篠
田
二
丁
目
、
篠
田

三
丁
目
、
沖
館
一
丁
目
、
沖
館
三
丁
目
、
沖
館
四
丁
目
、
沖
館
五
丁
目
、
新
田
一
丁
目
、
新
田

二
丁
目
、
新
田
三
丁
目
、
青
柳
一
丁
目
、
奥
野
三
丁
目
、
奥
野
四
丁
目
、
浪
館
前
田
三
丁
目
、

合
浦
二
丁
目
、
造
道
二
丁
目
、
造
道
三
丁
目
、
大
字
浜
田
字
豊
田
、
大
字
荒
川
字
成
瀬
、
大
字

石
江
字
岡
部
、
大
字
野
尻
字
今
田
、
大
字
横
内
字
神
田
、
字
亀
井
、
大
字
野
内
字
鈴
森
、
字
浦

島
、
字
菊
川
、
大
字
油
川
字
岡
田
、
字
千
刈
、
字
柳
川
、
字
浪
返
、
字
大
浜
、
字
浪
岸
、
字
船

岡
、
字
中
道
、
字
実
法
、
大
字
西
田
沢
字
浜
田
、
大
字
馬
屋
尻
字
小
金
沢
、
大
字
宮
田
字
玉
水
、

大
字
新
城
字
山
田
、
字
福
田
、
字
天
田
内
、
大
字
岡
町
字
舟
岡
、
字
松
本
、
字
藤
戸
、
大
字
羽

白
字
野
木
和
、
字
池
上
、
字
富
田
、
字
沢
田
、
大
字
浅
虫
字
蛍
谷
、
字
山
下
、
大
字
浪
館
字
平

岡
、
字
近
野
及
び
大
字
安
田
字
近
野
の
各
一
部

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

青
森
市
奥
野
二
丁
目
、
奥
野
三
丁
目
、
奥
野
四
丁
目
、
筒
井
一
丁
目
、
桜
川
六
丁
目
、
造
道

三
丁
目
及
び
大
字
石
江
字
岡
部
の
各
一
部

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
青
森
市
都
市
整
備
部
都
市
政
策
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
三
年
二
月
三
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
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都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
浪
岡
都
市

計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
浪
岡
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る

道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

浪
岡
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画

(

三
・
四
・
二
号
若
松
沖
�
線
ほ
か

四
路
線)

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

青
森
市
浪
岡
大
字
浪
岡
字
若
松
、
字
稲
村
、
字
平
野
、
字
川
合
、
字
細
田
、
字
浅
井
、
字
松

嶋
、
字
佐
野
、
大
字
女
鹿
沢
字
西
早
稲
田
、
字
東
早
稲
田
、
大
字
北
中
野
字
天
王
、
字
下
嶋
田
、

大
字
杉
沢
字
井
ノ
上
、
字
井
ノ
下
、
大
字
五
本
松
字
平
野
及
び
字
野
脇
の
各
一
部

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
青
森
市
都
市
整
備
部
都
市
政
策
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
三
年
二
月
三
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘
前
広
域

都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
弘
前
広
域
都
市
計
画
区
域

に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

弘
前
広
域
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画

(

三
・
三
・
二
号
山
道
町
撫
牛

子
線
ほ
か
三
十
五
路
線)

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

弘
前
市
大
字
富
士
見
町
、
大
字
富
田
二
丁
目
、
大
字
富
田
三
丁
目
、
大
字
紙
漉
町
、
大
字
住

吉
町
、
大
字
吉
野
町
、
大
字
山
道
町
、
大
字
福
田
字
花
岡
、
大
字
福
村
字
下
川
原
、
大
字
西
城

北
二
丁
目
、
大
字
東
城
北
三
丁
目
、
大
字
向
外
瀬
一
丁
目
、
大
字
和
徳
町
、
大
字
東
和
徳
町
、

大
字
俵
元
一
丁
目
、
大
字
俵
元
二
丁
目
、
大
字
松
ヶ
枝
三
丁
目
、
大
字
松
ヶ
枝
四
丁
目
、
大
字

松
ヶ
枝
五
丁
目
、
大
字
城
東
北
一
丁
目
、
大
字
稲
田
二
丁
目
、
大
字
城
東
中
央
二
丁
目
、
大
字

城
東
二
丁
目
、
大
字
城
東
三
丁
目
、
大
字
城
東
四
丁
目
、
大
字
城
東
五
丁
目
、
大
字
小
比
内
三

丁
目
、
大
字
小
比
内
五
丁
目
、
大
字
川
先
一
丁
目
、
大
字
川
先
二
丁
目
、
大
字
扇
町
三
丁
目
、

平
川
市
猿
賀
南
田
、
猿
賀
南
野
、
猿
賀
浅
井
、
中
佐
渡
南
田
、
新
屋
町
上
沢
田
、
新
屋
町
松
久
、

新
屋
町
松
下
、
新
屋
町
北
鶉
野
、
南
田
中
北
林
元
、
南
田
中
西
林
元
、
南
田
中
東
林
元
、
南
田

中
北
原
、
南
田
中
西
原
、
南
田
中
村
内
、
金
屋
下
松
元
、
金
屋
中
松
元
、
金
屋
上
松
元
、
金
屋

下
早
稲
田
、
金
屋
中
早
稲
田
、
原
上
原
、
原
大
野
、
尾
上
栄
松
、
高
木
原
富
、
李
平
下
安
原
、

李
平
上
安
原
、
南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤
崎
字
村
元
、
字
横
松
、
字
武
元
、
字
若
前
、
字
西
村

井
、
字
舘
岡
、
字
銅
屋
森
、
字
下
袋
、
字
一
本
柳
、
字
中
村
井
、
大
字
葛
野
字
新
岡
元
、
字
前

田
、
字
岡
元
、
同
郡
大
鰐
町
大
字
大
鰐
字
大
鰐
、
字
前
田
、
字
下
牡
丹
森
、
字
上
牡
丹
森
、
大

字
蔵
館
字
村
岡
、
字
川
原
田
、
字
山
下
、
字
道
添
、
大
字
虹
貝
字
清
川
、
同
郡
田
舎
館
村
大
字

田
舎
舘
字
中
辻
、
字
東
田
、
大
字
畑
中
字
上
野
、
字
観
妙
寺
、
字
樋
口
、
及
び
大
字
八
反
田
字

古
舘
の
各
一
部
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２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
弘
前
市
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
平
川
市
建
設
部
都
市

計
画
課
、
藤
崎
町
建
設
課
、
大
鰐
町
建
設
課
、
田
舎
館
村
建
設
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
三
年
二
月
三
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
む
つ
都
市

計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
む
つ
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る

道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

む
つ
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画

(

三
・
三
・
二
号
下
北
臨
港
一
号
線

ほ
か
九
路
線)

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

む
つ
市
港
町
、
真
砂
町
、
若
松
町
、
仲
町
、
中
央
二
丁
目
、
旭
町
、
大
平
町
、
大
湊
新
町
、

大
湊
浜
町
、
大
曲
二
丁
目
、
南
赤
川
町
、
赤
川
町
、
南
町
、
下
北
町
、
柳
町
一
丁
目
、
柳
町
二

丁
目
、
柳
町
三
丁
目
、
柳
町
四
丁
目
、
小
川
町
二
丁
目
、
金
曲
一
丁
目
、
新
町
、
緑
町
、
大
字

田
名
部
字
落
野
沢
、
字
女
舘
、
字
道
向
、
字
槌
川
目
、
字
寺
崎
ノ
内
北
女
舘
及
び
大
字
大
平
字

落
野
沢
の
各
一
部

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

む
つ
市
下
北
町
及
び
緑
町
の
各
一
部

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
む
つ
市
建
設
部
都
市
建
築
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
三
年
二
月
三
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
七
戸
都
市

計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
七
戸
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る

道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

七
戸
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画

(

三
・
三
・
一
号
北
野
大
沢
線
ほ
か

七
路
線)

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

上
北
郡
七
戸
町
字
舘
野
、
字
天
神
林
、
字
向
田
、
字
東
上
川
原
、
字
七
戸
、
字
町
、
字
貝
ノ

口
、
字
天
王
、
字
蛇
坂
、
字
十
役
野
、
字
上
町
野
、
字
寺
裏
、
字
影
津
内
、
字
倉
越
、
字
蒼
前
、

字
西
上
川
原
、
字
後
川
原
、
字
前
川
原
、
字
上
ノ
山
、
字
海
内
、
字
東
槻
木
、
字
笊
田
川
久
保
、

字
笊
田
及
び
字
太
田
野
の
各
一
部

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
七
戸
町
建
設
課

青 森 県 報平成23年２月２日 水曜日 第3346号 �� �



� �

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
三
年
二
月
三
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
都
市

計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
青
森
都
市
計

画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

青
森
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
青
森
市
都
市
整
備
部
都
市
政
策
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
三
年
二
月
三
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
浪
岡
都
市

計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
浪
岡
都
市
計

画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

浪
岡
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
青
森
市
都
市
整
備
部
都
市
政
策
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
三
年
二
月
三
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
黒
石
都
市

計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
黒
石
都
市
計

画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
日
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

黒
石
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
黒
石
市
建
設
部
建
設
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
三
年
二
月
三
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
沢
都
市

計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
三
沢
都
市
計

画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

三
沢
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
三
沢
市
建
設
部
都
市
整
備
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
三
年
二
月
三
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
む
つ
都
市

計
画
区
域
及
び
大
畑
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更

し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、

次
の
と
お
り
む
つ
都
市
計
画
区
域
及
び
大
畑
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関

す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

む
つ
都
市
計
画
区
域
及
び
大
畑
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都

市
計
画

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
む
つ
市
建
設
部
都
市
建
築
課

四

縦
覧
期
間

青 森 県 報平成23年２月２日 水曜日 第3346号 �� �



� �

平
成
二
十
三
年
二
月
三
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
七
戸
都
市

計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
七
戸
都
市
計

画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

七
戸
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
七
戸
町
建
設
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
三
年
二
月
三
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
都
市

計
画
臨
港
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
青
森
都
市
計
画
臨
港
地
区
に
関
す
る
都
市

計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

青
森
都
市
計
画
臨
港
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

青
森
市
大
字
油
川
字
柳
川
地
先
、
字
千
刈
地
先
、
字
岡
田
地
先
、
沖
館
二
丁
目
地
先
、
安
方

二
丁
目
地
先
、
本
町
三
丁
目
地
先
、
造
道
一
丁
目
地
先
、
大
字
野
内
字
菊
川
地
先
及
び
大
字
浅

虫
字
蛍
谷
地
先

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
青
森
市
都
市
整
備
部
都
市
政
策
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
三
年
二
月
三
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
沢
都
市

計
画
区
域
岡
三
沢
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
三
沢
都
市
計

画
区
域
岡
三
沢
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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平
成
二
十
三
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

三
沢
都
市
計
画
区
域
岡
三
沢
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
都
市
計
画

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

三
沢
市
東
岡
三
沢
二
丁
目
、
三
丁
目
の
各
全
部
及
び
大
字
三
沢
字
下
久
保
、
字
南
山
、
字
堀

口
の
各
一
部

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
三
沢
市
建
設
部
都
市
整
備
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
三
年
二
月
三
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
戸

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
日

三
八
地
域
県
民
局
長

堀

内

芳

男
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